


































　昭和 52 年度～53 年度にかけての調査研究は全国療育相談センターを利用し

た障害児について,その後の状況及び各地域における対応関係,家族関係の中で,

いかに当センターの処遇指針(診断)が生かされているかの実態を明らかにする

ことに主眼点をおいたものである。その実態をふまえて処遇指針の有効な生か

し方を考究することを目的とした。

　これらの実態分析の過程で,専門的な機関としての相談のあり方,さちにはコ

ミュニティ・ケアの具体的展開の糸口がつかめればと願っているのである。

　以下調査結果について報告するが,継続研究の一部としての中間的なデータ

ー整理であることをおことわりしておきたい。


